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たてやま市議は、3 月 6 日の個人質疑で、森博幸市長が、昨年 11 月の市長選挙の際、会社代表から受け取っていた寄附を、88

件、1429万５千円返金していた問題について、森市長の政治倫理をただす中で、以下の３つの問題点が明らかになりました。 

 

 

 
市の公共事業を発注する会社代表と寄付者の氏名の一

致を認めるか？の質問に対し、森市長は「氏名は一致

している」と認めました。公職選挙法では市と「請負」

契約の当事者は「寄附をしてはならない」と禁止され

ています。公職選挙法に違反する可能性があります。 

 

 

 森市長は「疑念を抱かれ

ないために寄附を返し

た」と答弁したにもかか

わらず、今後の対応につ

いては「真摯に受け止め

る」と答弁し「疑念をも

たれる寄附は受けない」

と明言しませんでした。 
 

 

中核市や九州県都市（福岡、熊本、長崎、佐賀）の 14市では、「政治的又は道義的な批判の恐れのある寄附

は受けない」等の倫理基準を定め、市長の政治倫理に疑義が生じた場合、市民の調査請求権を保障する「政

治倫理条例」がありますが、森市長は「調査研究する」と答弁し、再発防止のために、他都市にはみられる

「政治倫理条例をつくる」と明言しませんでした。（鹿児島市議会議員の政治倫理条例は制定されています） 



 

 

 
  

 左のパネルは、市が発注した公共事業（落札日、落札額、工

事期間）と、受注した企業の会社代表（13 人）の寄付額と寄

附日を比較したものです。市と請負契約をむすんでいる会社

代表と寄附者は同じではないか？の質問に対し、森市長は「氏

名は一致している」と答弁し、実質認めました。 

 森市長は「個人の寄附だから違法性はない」と答弁しまし

たが、公職選挙法第 199 条 1 項では市と「請負その他特別の

利益を伴う契約の当事者は、寄附はしてはならない」と 

と定めており、会社代表 

として寄附をしている以上 

「個人の寄附だから違法で 

はない」と断定できません。 

  

 

 

 

 

 

 左のパネルは、森市長の３つの後援団体（事務所も同じ）

の政治資金の流れを図解したものです。森市長が寄附を返
すことになったきっかけはネットメディアの指摘でした。

もし外部から指摘がなければ、約 1500万円の選挙剰余金が 
発生したことになります。前回の市長選挙でも、同じ会社

代表が寄附をしたのではないか？の質問に対し、森市長は
「当時の資料はない」とした上で「適正に処理している」

と答弁しました。「なぜ資料はないのに、適正と言えるのか」
と、前回の市長選挙の政治資金への疑問が高まります。 

 

 


